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商法(船荷証券等関係)部会資料 １５ 

 

商法（船荷証券等関係）等の改正に関する要綱案のたたき台 
 

第１部 船荷証券に関する規定の見直し 

第１ 電子船荷証券記録及びこれに関する基本的な概念 

１ 電子化された船荷証券の名称を「電子船荷証券記録」とし、電子船荷証券記

録は、船荷証券に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）（注

１）のうち、特定情報処理システムにおいて作成され及び管理されたものであっ

て、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる措置そ

の他の当該電磁的記録が運送人又は船長の作成に係るものであることを確実に

示すことができる措置（注２）がとられているものをいうものとする。 

２ 特定情報処理システムは、電子船荷証券記録を作成し及び管理するために用

いられる情報処理システムであって、電子船荷証券記録の支配及び電子船荷証

券記録の提供に係る事項を適正かつ確実に行うために必要な技術的措置（注３）

がとられているものをいうものとする。 

３ 船荷証券の占有又は所持に代わる概念として「電子船荷証券記録の支配」を

設け、電子船荷証券記録の支配は、特定情報処理システムにおいて、特定の者

のみが電子船荷証券記録に記録されている運送品に係る権利（以下「電子船荷

証券記録上の権利」という。）を有する者として当該電子船荷証券記録を利用す

ることができる状態にあることをいうものとする。 

４ 船荷証券の交付又は引渡しに代わる概念として「電子船荷証券記録の提供」

を設け、電子船荷証券記録の提供は、特定情報処理システムにおいて、運送人

若しくは船長又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者が、その指定

する者が当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者となるようにする

ための措置（注４）をとることをいうものとする。 

５ 裏書に代わる概念として「電子裏書」を設け、電子裏書は、特定情報処理シ

ステムにおいて、電子船荷証券記録に当該電子船荷証券記録の提供をする者の

氏名又は名称及び当該電子船荷証券記録の提供を受ける者の氏名又は名称を記

録し、当該記録が改変されているかどうかを確認することができる措置その他

の当該記録が当該記録を行った者の作成に係るものであることを確実に示すこ

とができる措置（注５）をとることをいうものとする。 

（注１）商法第５３９条第１項第２号では、「電磁的記録」を「電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。」と定義

し、その委任を受けた商法施行規則第９条第１項は「商法第５３９条第１項第２号に

規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録

媒体（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
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式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録

媒体をいう。以下同じ。）をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。」

と定めるが、商法第５３９条第１項第２号が定める「電磁的記録」についても、「電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。」という

定義に改めるものとする。 

（注２）措置の具体的な内容は法務省令で定めるものとする。 

（注３）措置の具体的な内容は法務省令で定めるものとする。 

（注４）措置の具体的な内容は法務省令で定めるものとする。 

（注５）措置の具体的な内容は法務省令で定めるものとする。 

（補足説明） 

１ 電子化された船荷証券の名称及びその内容 

これまでの調査審議を踏まえて、電子化された船荷証券の名称を「電子船荷

証券記録」としている。 

また、電子船荷証券記録の基本的な要件として、①船荷証券に記載すべき事

項を記録した電磁的記録であること、②特定情報処理システムにおいて作成され

及び管理されたものであること、③改変されているかどうかを確認することがで

きる措置その他の運送人又は船長の作成に係るものであることを確実に示すこと

ができる措置がとられているものであることを求めることとした上で、電子船荷

証券記録の定義の中でそのことを明らかにしている。 

①は、船荷証券に記載すべき事項を記録した電磁的記録であることを求める

ことにより、電子船荷証券記録の客観的な範囲を明らかにすることを企図したも

のである。 

②は、電子船荷証券記録がその機能（電子船荷証券記録の支配（後記３）や

電子船荷証券記録の提供（後記４）を行うことができる機能）を果たすためには、

その機能を果たすために必要となるプログラムが組まれたソフトウェアやそれを

利用するための電子計算機からなる複合的な情報処理システムの利用が必要不可

欠であるものと考えられることから、電子船荷証券記録の基本的な要件として、

そのような情報処理システムにおいて作成され及び管理されたものであることを

定めるものである。そして、そのような情報処理システムの重要性等に鑑みて、

本文２において、特定情報処理システムに関する規律を別途設けることとしてい

る。なお、中間試案においては、電子船荷証券記録の技術的要件として、「電子

船荷証券記録上の権利を有することを証する唯一の記録として特定されたもの」、

「電子船荷証券記録の支配をすることができるものであって、その支配を有する

者を特定することができるもの」、「電子船荷証券記録の支配を移転することがで

きるもの」、「通信、保存及び表示の通常の過程において生ずる変更を除き、電子

船荷証券記録に記録された情報を保存することができるもの」を定めるものとし

ていたところ、本文においては、これまでの調査審議を踏まえ、これらについて

は特定情報処理システムの要件とすることとしているが、実質的な内容を変更す

るものではない。 
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③は、運送人又は船長の署名又は記名押印に代わる措置を定めるものである。

紙の船荷証券において求められる運送人又は船長の署名又は記名押印は、本人が

自らの意思で当該船荷証券を作成しており、当該船荷証券に偽造や不当な改ざん

等が介在していないことを対外的に示すものであることから、そのような運送人

又は船長の署名又は記名押印と同等の機能を担保するため、運送人又は船長の署

名又は記名押印に代わる措置の内容を、「当該電磁的記録が改変されているかど

うかを確認することができる措置その他の当該電磁的記録が運送人又は船長の作

成に係るものであることを確実に示すことができる措置」とすることとしている。

措置の具体的な内容については、法務省令に委任することとし、現時点では、電

子署名及び認証業務に関する法律第２条第１項の規定に倣って、次のような規律

を設けることを想定している。 

（参考）法務省令案 

１ 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める措置は、電子署名とする。 
 一 本文１（電子船荷証券記録） 
 二 本文５（電子裏書） 
２ 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報に

ついて行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのも

のであること。 
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるも

のであること。 

２ 特定情報処理システム 

電子船荷証券記録がその機能を果たすために必要となる情報処理システムの

名称を「特定情報処理システム」とし、特定情報処理システムの基本的な要件と

して、電子船荷証券記録の支配（後記３）及び電子船荷証券記録の提供（後記４）

に係る事項を適正かつ確実に行うために必要な技術的措置がとられていることを

求めることとした上で、特定情報処理システムの定義の中でそのことを明らかに

している。 

この点、電子船荷証券記録の利用に関して最も本質的な要素は、電子船荷証

券記録の支配（後記３）と電子船荷証券記録の提供（後記４）であると考えられ

るため、特定情報処理システムの基本的な要件となる「技術的措置」がとられる

対象を「電子船荷証券記録の支配及び電子船荷証券記録の提供に係る事項」とす

ることとしている。また、電子船荷証券記録の支配や電子船荷証券記録の提供は、

運送品に係る権利義務関係に影響するものであるため、「適正」性を求めるとと

もに、紙とは異なり電磁的記録という一定の技術的事項を要するものであること

を踏まえ、「確実」性を求めることとしている。さらに、措置の内容を「技術的

措置」に限定することで、例えば、事故が発生した場合に補償するといった合意

では足りず、飽くまでも特定情報処理システムの性能として一定の技術的水準が

求められるものであることを明確化している。 

そして、そのような「必要な技術的措置」の具体的内容については、今後の
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技術の進展や国際的な動向を踏まえて機動的に対応することができるようにする

ために法務省令に委任することとし、法務省令において、①電子船荷証券記録と

しての効力を有する電磁的記録を識別することができる措置や、②電子船荷証券

記録に記録された情報（通信、保存及び表示の通常の過程において生ずる変更又

は消去に係る情報を除く。）が変更され、又は消去された場合には、その履歴を

記録し、又は保存する措置を定めることを想定している。 
なお、この点に関連して、MLETR 等においては電子的移転可能記録（電子取引

文書）の発行等やその情報処理システムに関して信頼できる手法が用いられてい

るということが求められているところ、このような国際的な動向を踏まえ、③信

頼性を確保するための措置がとられていることを「必要な技術的措置」の一つと

して法務省令で定めることも考えられるところである。この点については、この

ような一般的な信頼性を要件とすることによって、実際の取引において特に問題

が生じていないにもかかわらず、特定情報処理システム上の些細な問題点をめぐ

って争いが生じ得るなどし、かえって取引の安全を害するおそれがあるとの懸念

もあるところであるが、他方で、MLETR や諸外国の立法例において一般的な信頼

性が規定されていることに照らすと、国際的な調和のとれる内容の立法とし、か

つ、より安全に電子船荷証券記録が利用されることを企図して一般的な信頼性の

要件を定めるということも考えられるところである。さらに、本文においては、

「必要な技術的措置」の具体的な内容は法務省令に委任することを想定している

ところ、仮に、法務省令で一般的な信頼性の要件を定めたことにより前記のよう

な懸念が現実化するなどの問題が見られるようであれば、省令を改正することに

よって機動的に対応することもできることから、まずは、国際的な調和のとれる

立法を目指すという観点から、一般的な信頼性の要件を「必要な技術的措置」の

一内容として法務省令で定めることも考えられる。 

以上を踏まえ、「必要な技術的措置」に関する法務省令として、次のような規

律を設けることを想定している。 

（参考）法務省令案 

本文２に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 
一 電子船荷証券記録としての効力を有する電磁的記録を識別することができる

措置 
二 電子船荷証券記録に記録された情報（通信、保存及び表示の通常の過程にお

いて生ずる変更又は消去に係る情報を除く。）が変更され、又は消去された場

合には、その履歴を記録し、又は保存する措置 
三 次に掲げる事項を考慮した信頼性を確保するための措置 

イ 電子船荷証券記録に関する約定の有無及び内容 
ロ 前号に規定する措置の方法 
ハ 権限を有しない者による電子船荷証券記録の利用及び特定情報処理システ

ムへの接続を防止するための方法 
ニ 特定情報処理システムを構成する電子計算機及びプログラムの安全性 
ホ 特定情報処理システムの監査の方法 
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ヘ 産業界における標準的な取扱い 

３ 船荷証券の占有又は所持に代わる概念 

これまでの調査審議を踏まえて、船荷証券の占有又は所持に代わる概念とし

て「電子船荷証券記録の支配」を設けることとしている。 

電子船荷証券記録については、その基本的な要件として、特定情報処理シス

テムにおいて作成され及び管理されたものであることが求められるのであるから

（前記１②）、電子船荷証券記録の機能を実現しようとするのであれば、特定情

報処理システムにおいて、特定の者との関係で電子船荷証券記録上の権利を有す

る者として当該電子船荷証券記録を排他的に利用することができる状態が確保さ

れている必要があり、正にそのような状態こそが有体物に対する事実上の支配状

態としての占有又は所持に相当するものといえる（なお、既存の規約型の電子式

船荷証券においても、中央サーバー管理型であれブロックチェーン管理型であれ、

有体物を占有又は所持するがごとく電磁的記録たる電子式船荷証券を権限者とし

て利用することができる状態が確保されている。）。 

そこで、本文では、「電子船荷証券記録の支配」を「特定情報処理システムに

おいて、特定の者のみが電子船荷証券記録上の権利を有する者として当該電子船

荷証券記録を利用することができる状態にあること」と定義することとしている。

ここでは、実際に電子船荷証券記録上の権利を有するか否かは問題ではなく、特

定情報処理システムの中でそのような利用が事実上又は設計上認められているか

否かが問題となるのであり、このような定義の仕方であれば、法規範としての

「支配」の有無を客観的に判断することが可能であると考えられる。なお、「特

定の者のみが」という部分は、「電子船荷証券記録の支配」が排他的であること

を明確にすることを企図したものである。 

なお、本文では、「電子船荷証券記録に記録されている運送品に係る権利」を

「電子船荷証券記録上の権利」と定義付けているが、これは、船荷証券に表章さ

れている権利と同義であり、運送品の引渡しに係る債権のほか、運送品の滅失等

に起因する損害賠償請求権もこれに含まれる。 

４ 船荷証券の交付又は引渡しに代わる概念 

これまでの調査審議を踏まえて、船荷証券の交付又は引渡しに代わる概念と

して「電子船荷証券記録の提供」を設けることとしている。 

船荷証券の交付又は引渡しは、その占有又は所持に係る事実状態を他者に移

転する行為を意味するところ、電子船荷証券記録に関していえば、船荷証券の占

有又は所持に代わる概念である「電子船荷証券記録の支配」という事実状態を他

者に移転すること（言い換えれば、元の者からそのような状態がなくなり、その

者が指定する相手方において新たにそのような状態が生ずること）が船荷証券の

交付又は引渡しに相当するものである。 

そこで、本文においては、「電子船荷証券記録の提供」を「特定情報処理シス

テムにおいて、運送人若しくは船長又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有

する者が、その指定する者が当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者

となるようにするための措置をとること」と定義することとし、その具体的な内
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容については、今後の技術の進展や国際的な動向を踏まえて機動的に対応するこ

とができるようにするために法務省令に委任すること（注）を想定している

（「運送人若しくは船長」が「電子船荷証券記録の提供」を行うのは、船荷証券

の交付に代えて行う場合（後記第２）、転換として行う場合（後記第８）であ

る。）。 

ところで、これまでの調査審議において、「電子船荷証券記録の提供」の定義

を「特定の者のみが当該電子船荷証券記録の支配を有することとなる措置をとる

こと」とすることについても議論が行われてきたところであるが、本文において、

「電子船荷証券記録の支配」を「特定の者のみが電子船荷証券記録上の権利を有

する者として当該電子船荷証券記録を利用することができる状態にあること」と

定義することとした上で（前記３）、「電子船荷証券記録の提供」の定義の中に

「支配」を含めることとしていることを踏まえると、「電子船荷証券記録の支配」

に排他性があることを明らかにするために、「電子船荷証券記録の提供」の定義

の中で「特定の者のみが」という表現を用いる必要はなくなったものと考えられ

る。また、「電子船荷証券記録の支配」の定義を「・・・状態にあること」とし

つつ、「電子船荷証券記録の支配を有する」と表現することは、日本語として適

当であるとはいい難い。そこで、本文においては、「電子船荷証券記録の提供」

を「運送人若しくは船長又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者が、

その指定する者が当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者となるよう

にするための措置をとること」と定義することとしている。ここにいう「電子船

荷証券記録の支配に係る権限を有する」とは、電子船荷証券記録を支配すること

によって当然に与えられる権限を有するということを意味し、「権限」という用

語を用いてはいるものの、飽くまでも「電子船荷証券記録の支配」という事実状

態にある者であれば「電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者」に該当す

るものであり、従前の内容を変更するものではない（なお、「権限」とは、「法律

上、契約上、それぞれ、その与えられた、又はつかさどる職務の範囲内において、

することのできる行為若しくは処分の能力又は行為若しくは処分の能力の限界若

しくは範囲」を表す法令用語であり、法律行為又は事実行為をすることを正当な

らしめる法律上の原因（「権原」）が存在することを意味するものではない。）。 

（注）これまでの調査審議を踏まえて（部会資料１４の第１の補足説明３参照）、法務省令

として、次のような規律を設けることを想定している。 

本文４に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 

一 特定情報処理システムにおいて、当該特定情報処理システムを提供する者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録が電子船

荷証券記録として識別される場合においては、本文４の規定により指定された

者が当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有することとなる措置を当該特

定情報処理システムを提供する者にとらせる措置 

二 前号に規定する場合以外の場合においては、電子船荷証券記録について、電

子計算機及び変換符号（電磁的記録の変換処理を行うために用いる符号をい

う。）を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた変換符号と
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対応する変換符号（本文４の規定により指定された者のみが用いることができ

るものに限る。）を用いなければ復元することができないようにした上で、当

該者に提供する措置 

５ 電子裏書 

これまでの調査審議を踏まえて、裏書に代わる概念として「電子裏書」を設

けることとしている。 

また、電子裏書の基本的な要件として、①特定情報処理システムにおいてす

るものであること、②電子船荷証券記録に当該電子船荷証券記録の提供をする者

（電子裏書人）の氏名又は名称及び当該電子船荷証券記録の提供を受ける者（被

電子裏書人）の氏名又は名称を記録すること、③当該記録が改変されているかど

うかを確認することができる措置その他の当該記録が当該記録を行った者の作成

に係るものであることを確実に示すことができる措置をとることを求めることと

した上で、電子裏書の定義の中でそのことを明らかにしている。 

①は、電子船荷証券記録が特定情報処理システムにおいて作成され及び管理

されたものであること（前記１②）を踏まえたものである。 

②は、民法、商法及び手形法を含む我が国の法令上、「裏書」の定義そのもの

を直接定める規定は存在しないが、一般的に、裏書（記名式裏書）は、裏書人

（権利を譲渡しようとする者）が自己の氏名又は名称を署名又は記名押印すると

ともに、裏書文句（実務上は省略されるのが通例である。）と併せて譲渡先であ

る被裏書人を証券上で指定する行為をいうと考えられていることを踏まえ、裏書

に相当する概念である電子裏書においても、同様の記録を求めることとするもの

である。 

③は、電子裏書人の署名又は記名押印に代わる措置を定めるものであり、前

記１と同様である。 
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第２ 船荷証券の交付に代わる電子船荷証券記録の提供 

船荷証券の交付に代えて電子船荷証券記録の提供をする場合について、次のよ

うな規律を設けるものとする。 

１ 運送人又は船長は、船荷証券の交付に代えて、荷送人又は傭船者の承諾を得

て、電子船荷証券記録の提供をすることができる。 

２ 荷送人又は傭船者は、受取船荷証券の交付に代えて運送品の受取があった旨

を記録した電子船荷証券記録（以下「受取電子船荷証券記録」という。）の提供

を受けた場合には、当該受取電子船荷証券記録上の権利を有する者として当該

受取電子船荷証券記録を利用することができないようにする措置と引換えに、

運送品の船積み後遅滞なく船積みがあった旨を記録した電子船荷証券記録（以

下「船積電子船荷証券記録」という。）の提供をすることを請求することができ

る。 

３ 第７５７条第１項の規定にかかわらず、受取船荷証券の交付に代えて受取電

子船荷証券記録の提供がされた場合においては、荷送人又は傭船者は、船積船

荷証券の交付の請求をすることができない。 

（補足説明） 

これまでの調査審議を踏まえて、運送人又は船長が紙の船荷証券の交付義務を

負う旨の規定（商法第７５７条第１項）は維持しつつ、運送人又は船長が荷送人

又は傭船者の承諾を得て船荷証券の交付義務の履行に代えて電子船荷証券記録の

提供をすることができることとしている。 

また、受取電子船荷証券記録が既に発行されている場合においては、①荷送人

又は傭船者に船積電子船荷証券記録の発行を請求する権利を認める一方で、②荷

送人又は傭船者に商法第７５７条第１項に基づく紙の船積船荷証券の交付を請求

する権利は認めないこととし、さらに、③商法第７５８条第２項に相当する規律

を設け（後記第３本文２）、運送人又は船長が既に発行されている受取電子船荷証

券記録への追加記録をすることによって対応することを認めることとしている

（詳細については、部会資料１１の第２の補足説明参照）。 

なお、本文２については、一文で簡潔な表現とするため、中間試案とは異なり、

荷送人又は傭船者を主語とした上で、「引換えに、・・電子船荷証券記録の提供を

することを請求することができる。」という構成としているが、従前の内容を変更

するものではない（引換えの対象を「当該受取電子船荷証券記録上の権利を有す

る者として当該受取電子船荷証券記録を利用することができないようにする措置」

としている点については、後記第６参照）。 
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第３ 電子船荷証券記録の記録事項等 

電子船荷証券記録の記録事項等について、次のような規律を設けるものとする。 

１ 電子船荷証券記録には、商法第７５８条第１項各号（第１１号を除く。）に

掲げる事項（受取電子船荷証券記録にあっては、同項第７号及び第８号に掲げ

る事項を除く。）を記録しなければならない。 

２ 運送人又は船長は、第２の２に規定する船積電子船荷証券記録の提供の請求

があったときは、当該船積電子船荷証券記録の提供に代えて、受取電子船荷証

券記録に船積みがあった旨並びに商法第７５８条第１項第７号及び第８号に掲

げる事項を記録することができる。 

（補足説明） 

これまでの調査審議を踏まえて、電子船荷証券記録の記録事項として、複数通

発行に関する事項（商法第７５８条第１項第１１号）は除外することとし、それ

以外については、船荷証券の法定記載事項を定める商法第７５８条第１項と同様

の事項を定めることとしている。ところで、電子船荷証券記録の要件として「船

荷証券に記載すべき事項を記録した電磁的記録」であることを求めているため

（前記第１本文１）、改めてこのような記録事項を定める必要はないとの考え方も

あり得るところではあるが、船荷証券の法定記載事項を定める商法第７５８条第

１項は、法定記載事項の記載を船荷証券の作成者である運送人又は船長の義務と

して規定しており、また、この法定記載事項については、解釈上、緩やかな要式

証券性を定めるものと解されていることに鑑みて、このような船荷証券に係る規

定及びその解釈を電子船荷証券記録についても及ぼすために、このような規律を

別途設けることとしている。なお、商法第７５８条第１項では「運送人又は船長

がこれに署名し、又は記名押印しなければならない」と規定されているものの、

署名又は記名押印に代わる措置については、電子船荷証券記録の要件として「当

該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当

該電磁的記録が運送人又は船長の作成に係るものであることを確実に示すことが

できる措置」（前記第１本文１）を求めているため、改めてここで定めることとは

していない。 

本文２は、商法第７５８条第２項に相当する規律である。一文で簡潔な表現と

するため、中間試案とは異なり、運送人又は船長を主語とした上で、「運送人又は

船長は、・・・ときは、当該船積電子船荷証券記録の提供に代えて、・・・するこ

とができる。」としているが、従前の内容を変更するものではない。 
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第４ 電子船荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れ 

権利を譲渡する場合には、電子船荷証券記録そのものを対象とするのではなく、

電子船荷証券記録上の権利を対象とするものとし、その譲渡及び質入れについて、

次のような規律を設けるものとする（注１、注２）。 

１ 指図式の電子船荷証券記録上の権利の譲渡又はこれを目的とする質権の設定

は、当該電子船荷証券記録に電子裏書をし、譲受人又は債権者に当該電子船荷

証券記録の提供をすることによって、その効力を生ずる。 

２ 記名式の電子船荷証券記録（当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有す

る者に運送品を引き渡す旨が付記されているものに限る。）及び無記名式の電

子船荷証券記録上の権利の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、譲受人又

は債権者に当該電子船荷証券記録の提供をすることによって、その効力を生ず

る。 

３ 条件を付した電子船荷証券記録上の権利の譲渡又はこれを目的とする質権の

設定は、無条件とする。 

４ 電子船荷証券記録上の権利の一部の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、

無効とする。 

（注１）１及び２に掲げる電子船荷証券記録上の権利の譲渡及びこれを目的とする質権の設定

については、民法第４６７条及び第３６４条の規定等は適用しないものとする。 

（注２）電子船荷証券記録についても、船荷証券と同様に、その他の記名証券（民法第３編第

１章第７節第３款）に相当する類型を認めることを想定しているが、その他の記名証券

については、「債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、

その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる」と規定され（同

法第５２０条の１９第１項）、通常の債権譲渡等の方式に従うことが定められているとこ

ろ、譲渡や質権設定の対象を電子船荷証券記録上の権利（債権）と整理する以上、１及

び２のような譲渡や質権設定の効力発生要件としての特別の規律を置かない限り、「債権

の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもって

のみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる」こととなるのは当然のことといえ

る。そのため、その他の記名証券に相当する類型の電子船荷証券記録については、電子

船荷証券記録上の権利の譲渡等に関する特別の規律は設けないこととしている。 

（補足説明） 

１ これまでの調査審議を踏まえて、本文においては、権利を譲渡する場合には、

電子船荷証券記録そのものを対象とするのではなく、電子船荷証券記録上の権

利を対象とするものとした上で、船荷証券が交付された場合に当該船荷証券上

の権利を譲渡するには当該船荷証券を交付すること等を要するものとされてい

るのと同様に、電子船荷証券記録上の権利を譲渡するには当該電子船荷証券記

録の提供をすること等を要するものとするという、債権譲渡の特則を定めるこ

ととしている。具体的には、（ａ）指図証券に相当する類型の電子船荷証券記録

（指図式の電子船荷証券記録）については、指図証券である船荷証券の譲渡に

「船荷証券の交付」と「裏書」が必要となるのと同様に、「船荷証券の交付」に

代わる「電子船荷証券記録の提供」と「裏書」に代わる「電子裏書」を電子船
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荷証券記録上の権利の譲渡等の効力発生要件とすることとし、（ｂ）記名式所持

人払証券に相当する類型の電子船荷証券記録（記名式の電子船荷証券記録（当

該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者に運送品を引き渡す旨が付記

されているものに限る。））と無記名証券に相当する類型の電子船荷証券記録

（無記名式の電子船荷証券記録）については、これらの類型に相当する船荷証

券の譲渡に「船荷証券の交付」が必要となるのと同様に、「船荷証券の交付」に

代わる「電子船荷証券記録の提供」を電子船荷証券記録上の権利の譲渡等の効

力発生要件とすることとしている。 

ところで、中間試案では、それまでの議論も踏まえて、①指図証券に相当す

る類型の電子船荷証券記録を「指図式の電子船荷証券記録」と、②記名式所持人

払証券及び無記名証券に相当する類型の電子船荷証券記録を「指図式の電子船荷

証券記録に該当しない電子船荷証券記録（記名式であって電子裏書を禁止する旨

の記録がされているものを除く。）」と、③その他の記名証券に相当する類型の電

子船荷証券記録を「記名式であって電子裏書を禁止する旨の記録がされている電

子船荷証券記録」とそれぞれ定めることとしていた。しかしながら、まず、③そ

の他の記名証券に相当する類型の電子船荷証券記録については、本文（注２）の

とおり、特別の規律を設ける必要はないものと考えられる。また、②記名式所持

人払証券及び無記名証券に相当する類型の電子船荷証券記録を中間試案のように

「指図式の電子船荷証券記録に該当しない電子船荷証券記録（記名式であって電

子裏書を禁止する旨の記録がされているものを除く。）」と定義することとすると、

電子船荷証券記録について商法第７６２条に相当する規律を設ける場合には、記

名式であって「電子裏書を禁止する旨」も「当該電子船荷証券記録の支配に係る

権限を有する者に運送品を引き渡す旨」のいずれの記録もされていない電子船荷

証券記録については、「指図式の電子船荷証券記録に該当しない電子船荷証券記

録（記名式であって電子裏書を禁止する旨の記録がされているものを除く。）」に

該当し、商法第７６２条に相当する規律との関係が不明確になるものと考えられ

る。そのため、商法第７６２条に相当する規律（「電子船荷証券記録上の権利は、

当該電子船荷証券記録が記名式であるときであっても、当該電子船荷証券記録に

電子裏書をし、譲受人又は債権者に当該電子船荷証券記録の提供をすることによ

って、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、当該電子船荷証券

記録に電子裏書を禁止する旨を記録したときは、この限りでない。」）を別途設け

ることを前提として、本文１において「指図式の電子船荷証券記録」を、本文２

において「記名式の電子船荷証券記録（当該電子船荷証券記録の支配に係る権限

を有する者に運送品を引き渡す旨が付記されているものに限る。）及び無記名式

の電子船荷証券記録」を定めることとしている。 

２ また、船荷証券についても、手形法第１２条第１項（裏書ハ単純ナルコトヲ

要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス）の規定は適用される

ものと解されており、同項は、裏書に付した条件は記載しなかったものとみな

すことにより、裏書を無条件とすることを定める規定であり、手形取引の安全

を図る趣旨であると考えられるところ、その趣旨は、電子船荷証券記録にも妥
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当するものと考えられる。中間試案では、「電子裏書は、単純であることを要し、

電子裏書に付した条件は、これを記録していないものとみなす。」としていたが、

譲渡等の対象を電子船荷証券記録上の権利とした上で債権譲渡の特則を定める

こととし、電子裏書を電子船荷証券記録上に一定の事項を記録するという事実

上の行為をいうものとした以上、「電子裏書」ではなく「電子船荷証券記録上の

権利の譲渡又はこれを目的とする質権の設定」という法律行為が「無条件」で

あるとするのが相当であると考えられる。なお、従前の内容を変更するもので

はない。 

３ 次に、手形法第１２条第２項（一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス）の規定について

も、船荷証券に適用されるものと解されており、同項は、手形金額の一部につ

いての権利のみを譲渡する一部裏書については裏書自体を無効とすることを定

める規定であり、手形取引の安全を図る趣旨であると考えられるところ、その

趣旨は、電子船荷証券記録にも妥当するものと考えられる。ところで、中間試

案においては、電子船荷証券記録及びこれに関する基本的な概念の規律の内容

から、電子船荷証券記録を分断してその一部のみを電子裏書することはできな

いこととなるから、同項に相当する規律を設ける必要はないものと整理されて

いたが、前記第１本文の規律を前提としても、運送品の引渡しに係る債権のう

ちの一部を譲渡する旨の電子裏書をすること自体は不可能ではなく、その場合

には残部に関する権利関係が不明確となることから、同項に相当する規律を設

ける必要があるものと考えられる。なお、無効とする対象を、一部の電子裏書

でなく、「電子船荷証券記録上の権利の一部の譲渡又はこれを目的とする質権の

設定」としているのは、前記２と同様の理由によるものである。 
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第５ 電子裏書の特例 

電子裏書の特例として、次のような規律を設けるものとする。 

１ 電子裏書は、電子船荷証券記録に被電子裏書人の氏名又は名称を記録しない

こととする方法によってもすることができる。 

２ １に規定する電子裏書（以下「白地式電子裏書」という。）がされたときは、

電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者は、次の各号に掲げる行為をす

ることができる。 

  一 当該電子船荷証券記録に被電子裏書人として自己の氏名若しくは名称又は他

人の氏名若しくは名称を記録すること。 

二 当該電子船荷証券記録に電子裏書（白地式電子裏書を含む。）をすること。 

三 当該電子船荷証券記録に被電子裏書人として自己の氏名若しくは名称又は他

人の氏名若しくは名称を記録せず、かつ、当該電子船荷証券記録に電子裏書

をせずに当該電子船荷証券記録の提供をすることにより、当該電子船荷証券

記録上の権利を譲渡し、又はこれを目的とする質権を設定すること。 

３ 被電子裏書人の氏名又は名称を記録せずに電子船荷証券記録の支配に係る権

限を有する者に運送品を引き渡すべき旨が付記された電子裏書は、白地式電子

裏書と同一の効力を有する。 

（補足説明） 

指図証券である船荷証券については、「その指図証券の性質に応じ、手形法中裏

書の方式に関する規定を準用する。」とされており（民法第５２０条の３）、手形

法においては、原則的な記名式裏書のみならず、白地式、すなわち、被裏書人の

氏名を示さず、又は単に裏書人の署名若しくは記名押印のみを行う形の裏書につ

いても認められ、かつ、白地式裏書が行われた場合についてもいくつかの規定が

置かれている（手形法第１２条第３項、第１３条第２項、第１４条第２項）。 

そのため、本文において、これらの手形法の規定を電子船荷証券記録に及ぼす

ための規律を設けることとしている（中間試案では、これらの規律を前記第４の

電子船荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れに関する規律の中に設けていたもの

であるが、両者は、その性質を異にするものであることから、前者の規律を「電

子裏書の特例」として別途設けることとしている。）。 

本文１は、手形法第１３条第２項前段に相当する規律であり、白地式電子裏書

の方式を定めるものである。手形法第１３条第２項前段（「裏書ハ被裏書人ヲ指定

セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得」）は、白地

式裏書について、（ａ）被裏書人を指定しない場合と（ｂ）裏書人の署名のみがあ

る場合を規定している。本文においては、電子裏書の要件として、㋐電子船荷証

券記録の提供をする者（電子裏書人）の氏名又は名称の記録、㋑電子船荷証券記

録の提供を受ける者（被電子裏書人）の氏名又は名称の記録、㋒電子裏書人の電

子署名を求めることとしているため（前記第１本文５）、（ｂ）に相当する類型と

しては、電子裏書人の電子署名のみがある場合が考えられるが、電子裏書人の電

子署名が電子船荷証券記録上に必ずしも表示されるものとは限らないため、この

類型を白地式電子裏書の方式として認めることは適当でない。そこで、白地式電



14

子裏書の方式については、（ａ）に相当する類型のみを認めることとし、「電子裏

書は、電子船荷証券記録に被電子裏書人の氏名又は名称を記録しないこととする

方法によってもすることができる。」とすることとしている。 

次に、本文２は、手形法第１４条第２項に相当する規律であり、白地式電子裏

書により電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者が行うことができる行為

の類型を定めるものである。この点、手形法第１４条第２項第１号（「自己ノ名称

又ハ他人ノ名称ヲ以テ白地ヲ補充スルコトヲ得」）は、①白地式裏書により手形を

取得した所持人が、白地式裏書の被裏書人欄に自己の氏名又は名称を補充するこ

と（同号前段）と、②そのような所持人が、白地式裏書の被裏書人欄に他人の氏

名又は名称を補充すること（同号後段。その後、当該他人に手形を交付すること

が想定される。）を規定している。また、手形法第１４条第２項第２号（「白地式

ニ依リ又ハ他人ヲ表示シテ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得」）は、③白地式裏書によ

り手形を取得した所持人が、被裏書人欄を補充せずに更に裏書（その裏書におけ

る被裏書人を指定しない白地式裏書、その裏書における被裏書人欄に他人を表示

する記名式裏書のいずれであってもよい。）をすることにより手形を譲渡する方法

を規定している。そして、手形法第１４条第２項第３号（「白地ヲ補充セズ且裏書

ヲ為サズシテ手形ヲ第三者ニ譲渡スルコトヲ得」）は、④白地式裏書により手形を

取得した所持人が、被裏書人欄を補充せずに単なる交付によって手形を譲渡する

方法を規定している。このように、手形法第１４条第２項は、白地式裏書により

手形を取得した所持人が行うことができる行為の類型として、①から④までの類

型を規定しており、これらを電子船荷証券記録に及ぼすため、本文２において、

白地式電子裏書により電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者が行うこと

ができる行為の類型を規律することとし、その内容については、①及び②に相当

する類型として「当該電子船荷証券記録に被電子裏書人として自己の氏名若しく

は名称又は他人の氏名若しくは名称を記録すること」（本文２一）、③に相当する

類型として「当該電子船荷証券記録に電子裏書（白地式電子裏書を含む。）をする

こと」（本文２二）、④に相当する類型として「当該電子船荷証券記録に被電子裏

書人として自己の氏名若しくは名称又は他人の氏名若しくは名称を記録せず、か

つ、当該電子船荷証券記録に電子裏書をせずに当該電子船荷証券記録の提供をす

ることにより、当該電子船荷証券記録上の権利を譲渡し、又はこれを目的とする

質権を設定すること」（本文２三）とすることとしている（なお、本文２二につい

ては、簡潔な表現をするという趣旨で中間試案と異なる表現を採用しているが、

内容を変更するものではない。）（注）。 

本文３は、手形法第１２条第３項（「持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力

ヲ有ス」）に相当する規律である。 
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（注）次のような電子裏書（第二裏書が白地式電子裏書）がされた電子船荷証券記録の支配に

係る権限を有するＣが本文２の規律により行うことができる行為は、次のように整理する

ことができる。 

 
① Ｃは、第二電子裏書の被電子裏書人として自己の氏名又は名称を記録することができる

（本文２一前段）。 

 
② Ｃは、第二電子裏書の被電子裏書人として他人の氏名又は名称を記録することができる

（本文２一後段）。例えば、Ｃは、第二電子裏書の被電子裏書人欄に「Ｄ」と記録した上で、

Ｄに当該電子船荷証券記録の提供をすることができる。 

 
③ Ｃは、更に電子裏書又は白地式電子裏書をすることができる（本文２二）。Ｃは、第二電子

裏書の被電子裏書人欄に自己の氏名又は名称を記録してもよいし（本文２一前段）、しなくて

もよい。 

 
④ Ｃは、第二電子裏書の被電子裏書人欄に記録しないで当該電子船荷証券記録の提供をする

ことにより、電子船荷証券記録上の権利を譲渡することができる（本文２三）。例えば、Ｃは、

Ｄに対し、何も記録しないまま電子船荷証券記録の提供をすることにより、電子船荷証券記

録上の権利を譲渡することができる（第二電子裏書の被電子裏書人欄に自己（Ｃ）やＤとは

異なる他人（例えばＥ）の氏名又は名称を記録した上で、このような行為をすることはでき

ない。）。 

 
  

電子裏書人 電子裏書人 電子裏書人

Ａ Ｂ
被電子裏書人 被電子裏書人 被電子裏書人

Ｂ

第一電子裏書 第二電子裏書 第三電子裏書

電子裏書人 電子裏書人 電子裏書人

Ａ Ｂ
被電子裏書人 被電子裏書人 被電子裏書人

Ｂ Ｃ

第一電子裏書 第二電子裏書 第三電子裏書

電子裏書人 電子裏書人 電子裏書人

Ａ Ｂ
被電子裏書人 被電子裏書人 被電子裏書人

Ｂ Ｄ

第一電子裏書 第二電子裏書 第三電子裏書

電子裏書人 電子裏書人 電子裏書人

Ａ Ｂ Ｃ
被電子裏書人 被電子裏書人 被電子裏書人

Ｂ （Ｃ） （Ｄ）

第一電子裏書 第二電子裏書 第三電子裏書

電子裏書人 電子裏書人 電子裏書人

Ａ Ｂ
被電子裏書人 被電子裏書人 被電子裏書人

Ｂ

第一電子裏書 第二電子裏書 第三電子裏書



16

第６ 運送品の引渡請求 

電子船荷証券記録上の権利を有する者は、当該電子船荷証券記録上の権利を有

する者として当該電子船荷証券記録を利用することができないようにする措置と

引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができないものとする。 

（補足説明） 

この規律は、商法第７６４条に相当するものである。中間試案では「電子船荷

証券記録の支配の移転又は消去その他当該電子船荷証券記録の利用及び支配の移

転をすることができないようにする措置と引換えでなければ」としていたところ、

「電子船荷証券記録の支配」の定義を「・・・状態にあること」としつつ、「電子

船荷証券記録の支配の移転」や「支配の移転をする」と表現することは日本語と

して適当であるとはいい難いことに加え、電磁的記録である電子船荷証券記録に

おいては、紙である船荷証券とは異なり、引換えの対象となる行為を「引渡し」

に代わる概念に限る必要はないものと考えられることから、端的に「当該電子船

荷証券記録上の権利を有する者として当該電子船荷証券記録を利用することがで

きないようにする措置と引換えでなければ」としたが、従前の内容を変更するも

のではない。 

なお、本文の規律は、後記第７の電子船荷証券記録に関する規定の整備として

規律されることを想定している。 
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第７ 電子船荷証券記録に関する規定の整備 

電子船荷証券記録について、商法第３編第３章第３節の規定のうち船荷証券に

関するもの（同法第７５７条、第７５８条及び第７６５条から第７６７条を除く。）

及び民法第３編第１章第７節の規定（同法第５２０条の２、第５２０条の３、第

５２０条の８（第５２０条の１８及び第５２０条の２０において準用する場合を

含む。）、第５２０条の１１（第５２０条の１８及び第５２０条の２０において準

用する場合を含む。）、第５２０条の１２（第５２０条の１８及び第５２０条の２

０において準用する場合を含む。）、第５２０条の１３及び第５２０条の１９を除

く。）を準用する又はこれらの規定と同様の規律を設ける等の所要の整備をするも

のとする。  

（補足説明） 

１ 電子船荷証券記録は有価証券である船荷証券そのものではないという整理を

前提としていることから、船荷証券に適用される商法及び民法の規定は、当然

には電子船荷証券記録に適用されないこととなる。そこで、電子船荷証券記録

に船荷証券と同様の法律上の効力を認め、機能的同等性を担保するため、船荷

証券に適用される商法の規定及び民法の有価証券に関する規定を準用するか、

これらの規定と同様の規律を設ける等の所要の整備をすることとしている。 

もっとも、商法第７５７条、第７５８条、民法第５２０条の２、第５２０条

の３、第５２０条の１３及び第５２０条の１９第１項の規定については、前記第

２から第５までの規律があるため、対象から除いている。また、後記３、５及び

７の規定についても、電子船荷証券記録に同様の規律は設けないこととし、対象

から除いている。 

２ なお、中間試案においては、機能的同等性を担保すべく「電子船荷証券記録

は、船荷証券と同一の効力を有する。」旨の規律を設けることが提案され、これ

について特段の異論は見られなかったところであるが、前記１のような所要の

整備をすることにより、機能的同等性が明らかになるものと考えられる上に、

このような規律を必要とする実質的な理由を説明することも困難であると思わ

れることから、このような規律をあえて明文で設ける必要性は乏しいものと考

えられる。 

３ 商法第７６５条から第７６７条まで 

商法第７６５条から第７６７条までの規定は、船荷証券が複数通発行された

場合のものである。中間試案においては、電子船荷証券記録については複数通発

行する必要性に乏しく、また、複数通発行を認めると法律関係が複雑になり、取

引の安全が害される危険性が生じるとの理由から、電子船荷証券記録の複数通発

行を認めないとの提案がされ、これについて特段の異論は見られなかった。そこ

で、これらの規定に相当する規律は設けないこととしている。 

４ 民法第５２０条の７及び第５２０条の１７ 

民法第５２０条の７及び第５２０条の１７の規定は、有価証券を目的とする

質権の設定についてのものである。電子船荷証券記録上の権利を目的とする質権

の設定については、手形法第１９条に相当する規律を設ける必要はないものと考
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えられるが、電子船荷証券記録上の権利の譲渡と一緒に規律するか、民法第５２

０条の７及び第５２０条の１７のような規律を設けるかは、専ら法制上の問題で

あるものと考えられる（部会資料１４の第２の４参照）。 

５ 民法第５２０条の８ 

民法第５２０条の８の規定は、指図証券の弁済の場所についてのものである

ところ、紙の船荷証券については適用がないと考えられるため、電子船荷証券記

録についても、これに相当する規律は設けないこととしている。 

６ 民法第５２０条の９ 

電子船荷証券記録について商法第７６４条に相当する規律を設けるのであれ

ば、別途民法第５２０条の９に相当する規律を設ける必要はないのではないかと

の意見も見られたが、民法第５２０条の９の規定は、履行遅滞の責任を負わせる

には証券の提示が必要であるというものであり、いわゆる受戻証券性を定める商

法第７６４条の規定とは異なる趣旨であることからすると、電子船荷証券記録に

ついても、民法第５２０条の９に相当する規律を設けることが相当であると考え

られる。 

７ 民法第５２０条の１１及び第５２０条の１２ 

民法第５２０条の１１及び第５２０条の１２の規定は、有価証券を喪失した

場合に関するものであるところ、中間試案においては、電子船荷証券記録を紛失

するという状況は通常では想定されず、何らかの理由によって電子船荷証券記録

にアクセスすることができなくなったような場合には、特定情報処理システムを

提供する者を含む関係当事者間で解決が図られることが想定されることから、電

子船荷証券記録については喪失した場合に関する規律を設けないものとすること

が提案された。その後の議論においてもこの点につき特段の異論は見られなかっ

たことから、これらの民法上の規定に相当する規律は設けないこととしている。 
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第８ 電子船荷証券記録と船荷証券の転換 

１ 船荷証券から電子船荷証券記録への転換 

船荷証券から電子船荷証券記録への転換について、次のような規律を設ける

ものとする。 

⑴ 船荷証券が交付された場合には、当該船荷証券を交付した運送人又は船長は、

当該船荷証券の所持人（当該船荷証券が、裏書によって、譲渡し、又は質権

の目的とすることができるものである場合にあっては、裏書の連続によりそ

の権利を証明した者（裏書がされる前であるときは、荷送人又は荷受人）に

限る。以下同じ。）の承諾を得て、当該船荷証券を電子船荷証券記録に転換す

ることができる。この場合において、当該船荷証券を交付した運送人又は船

長は、当該船荷証券（数通の船荷証券が交付された場合にあっては、その全

部）と引換えに、電子船荷証券記録に当該船荷証券の記載と同一の内容とな

る事項（注１）を記録し、当該船荷証券の所持人に当該電子船荷証券記録の提

供をしなければならない。 

⑵ ⑴の規定による転換として電子船荷証券記録の提供がされた場合（⑴の船荷

証券に裏書がされる前であるときを除く。）には、⑴の規定により当該電子

船荷証券記録の提供を受けた者までの電子裏書の連続があるものとみなす。 

⑶ ⑴の規定による転換として提供された電子船荷証券記録に⑴の規定により当

該電子船荷証券記録の提供を受けた者としてその氏名又は名称が記録された

者は、⑴の規定により当該電子船荷証券記録の提供を受けた者と推定する（注

２）。 

（注１）同一の内容となる事項の具体的な内容は法務省令で定めるものとする。 

（注２）⑴の規定により当該電子船荷証券記録の提供を受けた者としての氏名又は名称は、

任意的記録事項であり、⑴の「当該船荷証券の記載と同一の内容となる事項」には

含めないものとする。 

２ 電子船荷証券記録から船荷証券への転換 

電子船荷証券記録から船荷証券への転換について、次のような規律を設ける

ものとする。 

⑴ 電子船荷証券記録の提供がされた場合には、当該電子船荷証券記録の提供 

をした運送人又は船長は、当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する

者（当該電子船荷証券記録上の権利が、電子裏書によって、譲渡し、又は質

権の目的とすることができるものである場合にあっては、電子裏書の連続に

よりその権利を証明した者（電子裏書がされる前であるときは、荷送人又は

荷受人）に限る。以下同じ。）の承諾を得て、当該電子船荷証券記録を船荷

証券に転換することができる。この場合において、当該電子船荷証券記録の

提供をした運送人又は船長は、当該電子船荷証券記録上の権利を有する者と

して当該電子船荷証券記録を利用することができないようにする措置と引換

えに、船荷証券の一通又は数通に当該電子船荷証券記録の記録と同一の内容

となる事項（注１）を記載し、当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有す

る者に当該船荷証券（数通の船荷証券がある場合にあっては、その全部）を
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交付しなければならない。 

⑵ ⑴の規定による転換として船荷証券の交付がされた場合（⑴の電子船荷証券

記録に電子裏書がされる前であるときを除く。）には、⑴の規定により当該

船荷証券の交付を受けた者までの裏書の連続があるものとみなす。 

⑶ ⑴の規定による転換として交付された船荷証券に⑴の規定により当該船荷証

券の交付を受けた者としてその氏名又は名称が記載された者は、⑴の規定に

より当該船荷証券の交付を受けた者と推定する（注２）。 

（注１）同一の内容となる事項の具体的な内容は法務省令で定めるものとする。 

（注２）⑴の規定により当該船荷証券の交付を受けた者としての氏名又は名称は、任意的

記載事項であり、⑴の「当該電子船荷証券記録の記録と同一の内容となる事項」に

は含めないものする。 

（補足説明） 

１ これまでの調査審議を踏まえて、電子船荷証券記録と船荷証券との間の転換

に関する規律を設けることとしている。 

運送人又は船長に電子船荷証券記録の提供をする義務は負わせないものとし

ていること（前記第２）との平仄や、電子船荷証券記録の提供を行った後に紙の

船荷証券を再度交付することに伴う運送人側の負担等に鑑みて、船荷証券から電

子船荷証券記録への転換（本文１）、電子船荷証券記録から船荷証券への転換

（本文２）のいずれにおいても、運送人又は船長に媒体の転換を行う義務までは

負わせないこととし、運送人又は船長が船荷証券の所持人又は電子船荷証券記録

の支配に係る権限を有する者の承諾を得て転換を行うことができることとしてい

る。 

また、同一の運送品に関して、船荷証券と電子船荷証券記録の双方が流通す

ることとなると、取引の安全を害するおそれがあるため、①船荷証券から電子船

荷証券記録への転換（本文１）については、転換前の船荷証券（数通の船荷証券

が交付された場合にあっては、その全部）と引換えにすることを、②電子船荷証

券記録から船荷証券への転換（本文２）については、転換前の電子船荷証券記録

を利用することができないようにする措置と引換えにすること（引換えの対象を

「当該電子船荷証券記録上の権利を有する者として当該電子船荷証券記録を利用

することができないようにする措置」としている点については、前記第６参照）

を、転換の要件とすることとしている。 

２ 転換を受ける主体について、部会資料１１の第３では、「船荷証券の所持人又

は電子船荷証券記録を支配する者（転換前の船荷証券が指図証券である場合又は

転換前の電子船荷証券記録が指図式である場合には、裏書又は電子裏書の連続に

よってその権利を証明した者」としていたが、記名式であって「（電子）裏書を

禁止する旨」も「当該船荷証券を所持する者（当該電子船荷証券記録の支配に係

る権限を有する者）に運送品を引き渡す旨」のいずれの記載又は記録もされてい

ない船荷証券又は電子船荷証券記録が、商法第７６２条又はそれに相当する電子

船荷証券記録に関する規律によって「指図証券」又は「指図式の電子船荷証券記

録」に該当することとなるともいい切れないものと考えられるため、ここでは、
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「当該船荷証券の所持人（当該船荷証券が、裏書によって、譲渡し、又は質権の

目的とすることができるものである場合にあっては、裏書の連続によりその権利

を証明した者」（本文１⑴）、「当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する

者（当該電子船荷証券記録上の権利が、電子裏書によって、譲渡し、又は質権の

目的とすることができるものである場合にあっては、電子裏書の連続によりその

権利を証明した者」（本文２⑴）としている。 

また、部会資料１１の第３では、その直後に「（ただし、裏書又は電子裏書が

される前であるときは、荷送人）に限る。）」としていたが、当初から荷受人の記

名がされ、荷送人から荷受人に対する（電子）裏書がされることなく、荷受人に

船荷証券の占有又は電子船荷証券記録の支配が移り、そのような荷受人が（電子）

裏書をする前に転換を受けることも理論的にはあり得るものと考えられ、そのよ

うな場合に転換を否定する必要性もないと考えられるため、「（裏書がされる前で

あるときは、荷送人又は荷受人）」（本文１⑴）、「（電子裏書がされる前であると

きは、荷送人又は荷受人）」（本文２⑴）としている。 

３ 転換後の媒体への記載又は記録事項については、電子化された船荷証券が国

際的に十分に普及していない現時点において、国際貿易実務の中でどういった事

項の記載又は記録が転換後の媒体に求められるか（どういった事項の記載又は記

録が取引の安全に資するか、また、電子船荷証券記録の利用に係る情報処理シス

テムの中に導入されるかなど）を過不足なく列挙するのは困難であるため、転換

後の媒体への具体的な記録又は記載事項については、法務省令に委任することを

想定している。これまでの調査審議を踏まえ、法務省令で定める事項としては、

①商法第７５８条第１項各号に掲げる事項（同項第１１号に掲げる事項を除く。）

について転換前の媒体と同一の内容、②転換前の船荷証券又は電子船荷証券記録

が（電子）裏書禁止型である場合には（電子）裏書を禁止すること、③転換の事

実とすることを想定している（詳細は、部会資料１１の第３参照）。 

４ また、これまでの調査審議を踏まえて、船荷証券又は電子船荷証券記録上の

権利が裏書又は電子裏書によって譲渡等することができる場合には、転換後にお

いても、（電子）裏書の連続が認められ、かつ、そのことが電子船荷証券記録又

は船荷証券の記録又は記載から形式的に判断することができるように、船荷証券

から電子船荷証券記録への転換、電子船荷証券記録から船荷証券への転換のいず

れについても、本文１⑵及び⑶並びに２⑵及び⑶の規律を設けることとしている

（詳細については、部会資料１３の第３参照）。なお、本文１⑵及び２⑵は、転

換として船荷証券又は電子船荷証券記録の交付又は提供を受けた者までの（電子）

裏書の連続があるものとみなす旨の規律であるところ、例えば、船荷証券又は電

子船荷証券記録の交付又は提供を受けた荷送人が転換を受けた場合のように、転

換前の船荷証券又は電子船荷証券記録に（電子）裏書が行われることなく転換が

行われた場合に転換として船荷証券又は電子船荷証券記録の交付又は提供を受け

た者までの（電子）裏書の連続があるものとみなされることとなることを防ぐた

め、本文１⑵及び２⑵に「⑴の船荷証券に裏書がされる前であるときを除く。」

及び「⑴の電子船荷証券記録に電子裏書がされる前であるときを除く。」との括
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弧書きを設け、その適用範囲を限定することとしている。 

また、本文１及び２の（注２）のとおり、転換を受けた者の氏名又は名称は、

転換後の媒体に記載又は記録することを義務付けていないため、常に本文１⑶又

は２⑶の推定が及ぶとは限らないが、転換を受けた者の氏名又は名称が転換後の

媒体に記載又は記録された場合には、本文１⑶又は２⑶の規律によってその者が

転換を受けた者であることが推定され、かつ、本文１⑵又は２⑵の規律によって

その者までの（電子）裏書の連続があるものとみなされることとなるため、転換

後に船荷証券又は電子船荷証券記録上の権利を譲り受けようとする者などの利害

関係者は、転換を受けた者として記載又は記録された者以降の（電子）裏書の連

続を確認することで、民法第５２０条の４又はそれに相当する電子船荷証券記録

に関する規律に基づく権利推定の有無を把握することができることとなる。 
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第９ 電子船荷証券記録の提供請求権 

船荷証券の返還請求権に相当する電子船荷証券記録の提供請求権及び運送品の

引渡しに係る債権に対する強制執行がされた場合における電子船荷証券記録の提

供請求権について、次のような規律を設けるものとする。 

１ 電子船荷証券記録上の権利を有する者は、当該電子船荷証券記録の支配に係

る権限を有する者に対し、当該電子船荷証券記録の提供を請求することができ

る。 

２ 電子船荷証券記録上の権利に対する強制執行がされた場合における債権者も

同様とする。 

（補足説明） 

これまでの調査審議を踏まえて、電子船荷証券記録について、①紙の船荷証券

に関する所有権に基づく物権的請求権（返還請求権）、占有訴権（民法第２００条）

又は不当利得返還請求権（同法第７０３条、第７０４条）等に基づき成立し得る

返還請求権に相当する提供請求権を規律するとともに、②電子船荷証券記録の支

配に係る権限を有する者に対する強制執行がされた場合の規律に関する中間試案

第７の丙案の考え方を採用することを前提に、電子船荷証券記録上の権利に対す

る強制執行がされた場合における債権者に電子船荷証券記録の提供請求権を認め

ることとしている（強制執行がされた場合における電子船荷証券記録の提供請求

権に関しての詳細については、部会資料１２参照）。 
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第２部 その他の規定の見直し 

第１ 複合運送証券 

複合運送証券について、次のような規律を設ける等の所要の整備をするものと

する。 

運送人又は船長は、船積みがあった旨を記載した複合運送証券又は受取があっ

た旨を記載した複合運送証券の交付に代えて、荷送人の承諾を得て、船積みがあ

った旨を記録した電子複合運送証券記録又は受取があった旨を記録した電子複合

運送証券記録を荷送人に提供することができる。 
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第２ 倉荷証券 

１ 倉荷証券について、船荷証券に関する規定の見直し（第１部）と同様に、電

子倉荷証券記録及びこれに関する基本的な概念、倉荷証券の交付に代わる電子

倉荷証券記録の提供、電子倉荷証券記録の記録事項等、電子倉荷証券記録上の

権利の譲渡又は質入れ、電子裏書の特例、寄託物の返還請求、電子倉荷証券記

録と倉荷証券の転換並びに電子倉荷証券記録の提供請求権に関する規律を設け

る等の所要の整備をするものとする。 

２ 電子倉荷証券記録について、商法第２編第９章第２節の規定のうち倉荷証券

に関するもの（同法第６００条、第６０１条及び第６０８条を除く。）及び民法

第３編第１章第７節の規定（同法第５２０条の２、第５２０条の３、第５２０

条の８（第５２０条の１８及び第５２０条の２０において準用する場合を含

む。）、第５２０条の１１（第５２０条の１８及び第５２０条の２０において準

用する場合を含む。）、第５２０条の１２（第５２０条の１８及び第５２０条の

２０において準用する場合を含む。）第５２０条の１３及び第５２０条の１９を

除く。）を準用する又はこれらの規定と同様の規律を設ける等の所要の整備をす

るものとする。 

（注）商法第６０３条（寄託物の分割請求）に相当する規律については、電子倉荷証券記録

が既に発行されている場合においては、寄託物の分割請求をするときに、その各部分に

対応する電子倉荷証券記録の発行を請求する権利を認める一方で、その各部分に対応す

る紙の倉荷証券の交付を請求する権利は認めないものとする。また、商法第６０８条

（倉荷証券の再交付）に相当する規律については、これを設けないものとすることも考

えられる。 

（補足説明） 

１ 倉荷証券については、船荷証券に関する規定の見直し（第１部）と同様の見

直しをするものとする。電子倉荷証券記録及びこれに関する基本的な概念に関

する規律（第１部第１参照）、倉荷証券の交付に代わる電子倉荷証券記録の提供

に関する規律（第１部第２参照）、電子倉荷証券記録の記録事項等に関する規律

（第１部第３参照）、電子倉荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れに関する規律

（第１部第４参照）、電子裏書の特例に関する規律（第１部第５参照）、寄託物

の返還請求に関する規律（第１部第６参照）、電子倉荷証券記録と倉荷証券の転

換に関する規律（第１部第８参照）並びに電子倉荷証券記録の提供請求権に関

する規律（第１部第９参照）については、電子船荷証券記録と同様である。 

２ 電子倉荷証券記録に関する規定の整備についても、電子船荷証券記録に関す

る規定の整備（第１部第７）と基本的には同様である。 

なお、電子倉荷証券記録に係る分割請求等（商法第６０３条）の場面の規律

については、部会資料９の第２部第６の２⑵の乙案を採用し、電子倉荷証券記録

が既に発行されている場合においては、寄託物の分割請求をするときに、その各

部分に対応する電子倉荷証券記録の発行を請求する権利を認める一方で、その各

部分に対応する紙の倉荷証券の交付を請求する権利は認めないこととしている。 

また、商法第６０８条（倉荷証券の再交付）に相当する規律については、こ
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れを設けないものとすることが考えられるが、これまでの議論によれば、いずれ

であっても特に問題はないものと考えられることから、国際動向等にも注視しつ

つ、引き続き検討していく。 

さらに、商法第２編第９章第２節の規定には帳簿の記載に関するものがある

ところ、電磁的記録によって帳簿を作成することができることを明らかにする趣

旨で、「記載」と併記する形で「記録」を追加することも想定している（商法第

６０２条、第６０８条、第６１４条）。 
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第３ 所要の整備 

その他所要の規定を整備するものとする。 

（補足説明） 

１ 海上運送状等の電磁的方法での発行に係る相手方の承諾 

現行法上、海上運送状の交付に代えて海上運送状に記載すべき事項を電磁 

的方法により提供する場合には、法務省令で定めるところにより、荷送人又は傭

船者の承諾を得るものとされており（商法第７７０条第３項）、その委任を受け

た商法施行規則第１２条第１項は、「あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対

し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。」としている。もっとも、前記第１部第２のとおり、

運送人又は船長が船荷証券の交付に代えて電子船荷証券記録の提供をするに際し

ての荷送人又は傭船者の承諾については、特定の方式を要求することとはしてい

ない。これは、主として、MLETR 第７条第３項の規定や国際的な調和等を踏まえ

たものであるが、海上運送状の場合においても、相手方（荷送人又は傭船者）の

承諾について特定の方式を要求する必要性は必ずしも高いものではなく、また、

海上運送状が電子船荷証券記録と同様に国際海上物品運送の実務で異なる国の当

事者間で用いられることが多いものであり、今後も船荷証券や電子船荷証券記録

と選択的に用いられることが想定されることに鑑みると、電子船荷証券記録の提

供時の承諾と殊更異なる方式を求めることはかえって規律全体を複雑化し、相当

ではないと考えられる。そのため、商法第７７０条第３項本文について、「第一

項の運送人又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところに

より、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方

法により提供することができる。」とあるのを「第一項の運送人又は船長は、海

上運送状の交付に代えて、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載す

べき事項を電磁的方法により提供することができる。」と改めることを想定して

いる。 

また、この機会に、物品運送に係る商法内の各規定の平仄を揃える観点から、

海上運送状と同様に、電磁的方法での発行に係る相手方の承諾について特定の方

式を要求することとしている商法第５７１条第２項（送り状の交付義務等）の規

定についても同様の見直しを行うことを想定している。 

２ 国際海上物品運送法第７条 

   国際海上物品運送法第７条第１項は、「荷受人又は船荷証券所持人は、運送品

の一部滅失又は損傷があつたときは、受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の

概況につき書面による通知を発しなければならない。（略）」と規定し、その文言

上、荷受人又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失又は損傷があったときは、

受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の概況につき「書面による通知」を発し

なければならないとされている。しかしながら、この通知を書面に限る合理的な

理由は乏しいように考えられ、また、実務では既に電子メール等の電磁的な方法

が用いられているとの指摘もある。そのため、国際海上物品運送法第７条第１項

の「書面による通知」を「書面又は電磁的方法による通知」と改めることを想定
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している。 

 ３ その他 

   以上に検討したもののほかに、船荷証券を明示的に規定する商法や国際海上物

品運送法等の規定について、①「船荷証券」と並記する形で「電子船荷証券記録」

を追加する、②「船荷証券所持人」と並記する形で「電子船荷証券記録の支配に

係る権限を有する者」を追加する、③それらに伴い、船荷証券に係る「記載」、

「交付」といった用語に、電子船荷証券記録においてそれらに相当する「記録」、

「提供」といった用語を追加するといった整備を行うほか、その他所要の整備を

行うものとする。 

以上 


